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研究成果の概要：公共サービスを提供する事業体として成長してきた国内のＮＰＯに関して、

近年、欧米の「社会的企業」をモデルとする公的資金からの「自立」論が強まっている。それ

に対して本研究では、イギリス・ロンドンの地域コミュニティにおけるボランタリー団体の変

容に関する実態調査を行い、「社会的企業」化の焦点は、むしろボランタリー団体が公的資金を

効率的に用い、標準化されたサービスを保証する局面にあることを明らかにした。 
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 直接経費 間接経費 合 計 

２００６年度 1,700,000 0 1,700,000 

２００７年度 1,400,000 420,000 1,820,000 

２００８年度 500,000 150,000 650,000 

年度  

  年度  

総 計 3,600,000 570,000 4,170,000 
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１．研究開始当初の背景 
(1) 国内におけるＮＰＯの状況 

国内において 1970 年代後半辺りから活
発に形成されるようになった市民活動団
体（ＮＰＯ）は、1998 年の特定非営利活動
促進法により法人格の取得が一般化する
とともに、2000 年の介護保険事業の施行等
を背景としてそれらの一部が事業化・大規
模化の兆しを見せ、社会経済的にフォーマ
ルな存在となってきた。 
しかし同時に、新自由主義的な施策展開

のもとで、ＮＰＯが事業の財源としてきた

補助や委託が縮小・廃止されるとともに、
ＮＰＯが企業等と同列に競争入札に参入
せざるをえなくなるなど、国内のＮＰＯを
めぐる制度的環境は急速に不安定さを増
すことになる。 
ここでの大きな問題の一つは、地域にお

ける市民参加や助け合いというＮＰＯ固
有の意義が理解されず、それらのＮＰＯの
固有の意義をふまえたローカル・ガバナン
スの構築の枠組みを欠いている点にある
と考える。 

 

研究種目：基盤研究（Ｃ） 

研究期間：２００６～２００８ 

課題番号：１８５３０３７２ 

研究課題名（和文） ボランタリー団体の事業化と地域コミュニティの変容に関する国際比較

研究  

研究課題名（英文） International comparative study on the commercialization of 

          voluntary organizations and the transformation of the local community

研究代表者 

清水 洋行(SHIMIZU HIROYUKI) 

東京学芸大学・教育学部・准教授 

研究者番号：５０２８２７８６ 



(2) イギリスにおけるローカル・ガバナンス
の再編 

  イギリスでは、1997 年にブレア政権が発
足し、ボランタリー団体の固有の意義が見
直され、政府とボランタリー・セクターと
が互いに尊重し双方の役割を確認するコ
ンパクト（Compact）が結ばれたり、中央
政府のイニシアティブにより地方自治体
の現代化（modernisation）の一環として
地 域 戦 略 パ ー ト ナ ー シ ッ プ （ Local 
Strategic Partnership; LPS）が設置され
地域で公共サービスを提供するボランタ
リー団体が地域の意志決定に参加できる
ようにする枠組みが作られたりするなど、
ボランタリー団体（ＮＰＯ）をめぐる政策
的対応は日本とは対照的な局面にあった。 

 
(3) 「社会的企業論」の国内での展開 
  社会的企業に関する動向として、ヨーロ

ッパの研究者のネットワーク（ＥＭＥＳネ
ットワーク）のボルザガらによる研究を一
つのきっかけとして、国内での社会的企業
研究が展開する。 

  イギリスでは、2001 年に貿易産業省内に
社会的企業局が設置され、社会的企業政策
が展開されるようになる。そこでの定義は、
「社会的企業は、株主や所有者のために利
潤を最大化するのではなく社会的目的を
優先し、その余剰は主としてその企業やコ
ミュニティのための再投資される企業」と
いうものであり、多様な団体が社会的企業
としてみなされている。 

  それを受けて、これらの政策やイギリス
で「社会的企業」と呼ばれている多様な団
体が日本にも盛んに紹介されるようにな
る。「社会的企業」に関する国内からの主
な学術的アプローチとしては、①協同組合
研究、②企業研究、③公共経営、④都市計
画等の立場からのものがある。 

 
(4) 問題の所在 
  これら学術的な研究の一部が関与しつ

つ、国内の政策やマスメディア等において
「社会的企業」をめぐって多様な議論が展
開されようになるが、その中の下記のよう
な論調に関して危惧を抱かざるを得ない。 
①まず、「社会的企業」が、補助や委託

等の公的資金を用いず「自立」して持
続できる非営利団体のモデルとして
提示されている点である。 

  ②続いて、社会的企業の「台頭」「出現」
や、ボランタリー団体から社会的企業
への「変容」が、無限定的に指摘され
ている点である。 

 ③さらに、方法的な問題として、組織や
事業の成功例やエピソードが個別的
に紹介されることが多く、その組織や

事業を規定している構造的条件の考
察や説明が捨象されている点である。 

 
 
２．研究の目的 
上述したような状況をふまえ、本研究の目

的を最も一般化して言うならば、福祉多元主
義下におけるボランタリー団体（ＮＰＯ）の
サステナビリティの条件を検討することで
ある。 
この目的に関して、本研究では、以下の 2

つの側面から、日本とイギリスの国際比較を
行う。 
 
(1) ボランタリー団体（ＮＰＯ）の変化に関
する組織的対応のあり方について： 
ここでは、エバースやペストフらの研究

をふまえて、ボランタリー団体（ＮＰＯ）
を単なるコミュニティの相互扶助組織や、
単なる行政の「下請け」団体として捉える
のではなく、それぞれの団体が公的な性格、
企業的性格、コミュニティ的性格をもつ
「ハイブリッド組織」として捉える。 
ここで明らかにすべき課題して、まず、

ボランタリー団体（ＮＰＯ）や社会的企業
が、それらの異なる性格を、組織内的過程
においてどのように調整しているのか、と
いう点である。 
さらに、社会的企業における組織内的な

調整過程について、どのような点でボラン
タリー団体と区別されるのか、という点で
ある。 

 
(2) ボランタリー団体（ＮＰＯ）をめぐるロ
ーカル・ガバナンス 
ここでは、オズボーンらの研究にもとづ

き、「ガバナンス」を、地域社会の諸主体
が、①地域の意思決定をめぐってネットワ
ークが構築されると同時に、②地域でのサ
ービス提供をめぐってコーディネートさ
れている状況として捉え、ボランタリー団
体（ＮＰＯ）や社会的企業に関して、この
2つの側面から外的過程を考察する。 
さらに本研究は、後述するように地域社

会を対象とするものであるため、このよう
な地域レベルでの諸団体・諸機関の関係性
とともに、中央政府や広域的に活動する諸
団体の地域社会への関与も重要な条件と
して捉えることとする。 

 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究の方法の特徴 
①地域コミュニティ研究からのアプローチ： 

本研究では、研究代表者が専攻する地域
社会学・都市社会学の分野において、地域
社会構造・都市社会構造を、その集団構成



と、各集団の質的な変容とから考察するア
プローチを用いる。従来、当アプローチは
主に国内の地域社会を対象としていたが、
本調査研究では海外における地域社会に
対して当アプローチの適用を試みる点に
一つの意義があると考える。 

②学際的アプローチ： 
  ＮＰＯは、かつての市民活動と異なり、

社会的な活動ばかりでなく、委託契約や市
場活動等も重要な側面となっている。その
ため、社会学的アプローチのみでは不十分
である。本研究では、経済学、経営学、社
会福祉学等のアプローチを用いて学際的
な視点から多面的に考察を行った。 
 

(2) ボランタリー団体（ＮＰＯ）の変容に関
する分析視点を構成するための理論的研
究（文献資料等の検討） 

下記の①～④に関して検討を行い、社会
的企業に関する理論的な整理を行った。 

  ①アメリカにおけるＮＰＯ論 
②ヨーロッパ大陸を中心とするサード
セクター論 

③欧米における「社会的企業（social 
enterprise）」論 

④上記に関する国内での研究状況 
ここでの理論的検討から、本研究では

「社会的企業」を非営利団体に限定して捉
え、サードセクター組織一般に関する特徴
をふまえた上で、それらと区別させる点に
焦点をあてて考察することとした。 
 

(3) 国内におけるＮＰＯをめぐる問題状況
の把握（文献資料等の検討） 

  研究代表者および連携研究者が、東京都
杉並区、豊島区、世田谷区、神奈川県、滋
賀県等において実施してきた調査結果（実
施中を含む）をふまえて、国内におけるＮ
ＰＯの組織や活動に関する状況と自治体
等の施策上の問題点を整理した。 

 
(4) イギリスにおけるボランタリー団体の

変容に関する調査（現地調査と資料収集） 
  ロンドン東部のタワーハムレッツ区を

対象に、そこでの地域社会構造が浮き彫り
になるように調査対象団体を抽出した。 
具体的には、2000 年に策定されたコミュ

ニティ・プランの実施機関として 2001 年
に設置されたタワーハムレッツ・パートナ
ーシップ（当区における地域戦略パートナ
ーシップ：ＬＳＰ）を事例とした。このパ
ートナーシップをめぐる諸主体の中から、
区職員、医療・保健機関、タイプの異なる
ボランタリー団体、社会的企業、中間支援
団体、パートナーシップの委員等を抽出し、
それらの相互関係や相互認識が明らかに
なるよう聞き取り調査を実施した。 

４．研究成果 
(1) 社会的企業が要請される局面 

社会的企業に関しては、経済学、経営学、
公共経営学等の多様な分野からアプロー
チされているが、多くは政府や自治体の政
策文書や、個々の団体や事業への個別的な
訪問調査に基づいて、社会的企業の「台頭」
や、ボランタリー団体から社会的企業への
「変容」が無限定に論じられ、その「台頭」
や「変容」に関する具体的な条件に関する
考察は不十分であった。 
それに対して本研究では、３(1)で述べ

たように、地域社会学・都市社会学におけ
る地域コミュニティに関する集団論的ア
プローチをふまえて、地域社会内における
集団間の関係や相互認識に焦点をあてた
調査を実施した。 
 その結果、ボランタリー団体による「社
会的企業」というカテゴリーの受容につい
ては、ボランタリー団体の組織条件に応じ
ていくつかのタイプがあることが分かっ
た。その中で、特に注目されるのは、高齢
者向けの福祉サービスの提供を行うボラ
ンタリー団体の対応である。ここでは、全
国レベルで進められている国民保健サー
ビス改革における医療・保健の地域化に対
応して、ボランタリー団体は一方では従来
通り地域に密着した柔軟な対応が求めら
れるとともに、一方では医療・保健サービ
スとの連携のための標準化され品質保証
に対応したサービス提供が求められる。 
 このような要請に対応しうるサードセ
クター組織に関して、限定的に「社会的企
業」というカテゴリーを用いることは、一
つの選択肢としてあると考えられる。 

 
(2) 社会的企業の社会的位置 

国内では、「社会的企業」は公的資金か
ら「自立」して公共サービスや公益的な事
業を行う非営利団体として紹介され、その
条件として、企業的経営や金融機関からの
融資制度の整備等が強調されている。 
しかし、本研究で明らかになったことは、

イギリスの社会的企業は、サービス提供過
程においては上述したようにボランタリ
ー団体一般と区別される面をもつが、それ
は市場において企業と同列に扱われる存
在ではなく、ボランタリー・セクターの一
部として存在している点である。 
ここから、社会的企業を市場活動からの

収入によって存続しうる非営利団体とし
てのみクローズアップすることは必ずし
も適切ではなく、まずは、政府・自治体と
ボランタリー団体とが相互の役割を認め
たコンパクト（compact）や、競争原則を
ふまえた上でボランタリー団体に対する
委託が可能となるような自治体の施策と



いった、ボランタリー・セクターが営利セ
クターとは別のものとして位置づいてい
る社会構造の中で理解することが重要で
ある。 

 
(3) 今後の課題 

「社会的企業」を限定的に捉えていこう
とするとき、(2)の視点と並んで、条件不
利地域における雇用創出や条件不利な
人々の労働挿入という点から評価するこ
とも可能である。今回の調査地域において
も、協同組合や自営業を背景とする展開が
あるが、それらを考察は達成することがで
きなかった。 
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